令和８年　第２回妙高市教育委員会（定例会）会議録
１　日　時　令和８年２月２４日（火）午前９時３０分から午前１１時２５分まで
２　場　所　妙高市役所　４０２会議室
３　教育長
　　塚田　　賢
４　出席委員（４名）
　　委　員　小島　武夫　　　委　員　近藤　　縁　　　委　員　小島　定司
　　委　員　長尾千代美
５　出席事務局職員（６名）
　　こども教育課長　　　　丸山　　豊　　　生涯学習課長　　　　鴨井　敏英
　　こども教育課参事　　　飯塚　教裕　　　生涯学習課長補佐　　上田　芳彰
こども教育課長補佐　　余野　　等　　　生涯学習課まなびの交流室長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　　豊
６　議事日程
	日程
	議案等番号
	案　　　　　　　　　件

	第　１
第　２
第　３
第　４
第　５
第　６
第　７
第　８
第　９
第１０
第１１
第１２
第１３
	議案第　２号
議案第　３号
議案第　４号
議案第　５号
議案第　６号
議案第　７号
議案第　８号
議案第　９号
議案第１０号
議案第１１号
議案第１２号
議案第１３号
	令和８年第１回妙高市教育委員会会議録の承認について
令和７年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第１２号）（非公開）
令和７年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第１３号)（非公開）
令和８年度新潟県妙高市一般会計予算（非公開）
妙高市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例議定について（非公開）
妙高市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例議定について（非公開）
妙高市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例議定について（非公開）
妙高市児童遊園設置条例の一部を改正する条例議定について（非公開）
妙高市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例議定について（非公開）
管理職教職員人事異動について(非公開)
妙高市学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程議定について
妙高市立学校に勤務する教職員の早出遅出勤務に関する規程議定について
児童生徒の表彰について
諸般の報告
１．児童生徒・教職員の事故、事案報告について
２．園児・保育者等の事故、事案報告について
３．地域学校協働本部の立ち上げについて


７　会議の経過
事務局　　　　　ただいまの出席数は、４名です。
塚田教育長　　　定数に達しておりますので、ただいまより、令和８年第２回教育委員会会議を開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第１　令和８年第１回妙高市教育委員会会議録の承認について
塚田教育長　　　日程第１「令和８年第１回妙高市教育委員会会議録の承認について」を議題といたします。
　　　　　　　　あらかじめ会議録が配付されておりますが、この内容で承認してよろしいでしょうか。
（委員から「はい」「異議なし」の声あり）
塚田教育長　　　それでは、「異議なし」でありますので、この内容で承認されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
塚田教育長　　　次に、日程第２から日程第１０ですが、会議規則第７条第１項「事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関する事件」及び第３項「議会の議決を経るべき事件の議案についての市長への意見の申し出に関する事件」については、出席者の３分の２以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる、とされていますので、非公開とすることに賛成の委員は、挙手をお願いします。
（委員全員が挙手）
ありがとうございました。
全委員の賛成がありましたので、当該事件については、非公開といた
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◇日程第２　議案第２号　令和７年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第１２号）（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第３　議案第３号　令和７年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第１３号）（非公開）
　　　　　　（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第４　議案第４号　令和８年度新潟県妙高市一般会計予算（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第５　議案第５号　妙高市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例議定について（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第６　議案第６号　妙高市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議定について（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第７　議案第７号　妙高市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例議定について（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第８　議案第８号　妙高市児童遊園設置条例の一部を改正する条例議定について（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第９　議案第９号　妙高市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例議定について（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇日程第１０　議案第１０号　管理職教職員人事異動について（非公開）
（会議録非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◇日程第１１　議案第１１号　妙高市学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の
割振りに関する規程議定について
議案第１２号　妙高市立学校に勤務する教職員の早出遅出勤務に関す
る規程議定について
塚田教育長　　　次に、日程第１１「議案第１１号　妙高市学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程議定について」「議案第１２号　妙高市立学校に勤務する教職員の早出遅出勤務に関する規程議定について」は、関連がありますので、一括議題といたします。
事務局から、説明をお願いします
飯塚参事　　　　これまで委員の皆様には、令和８年４月より市町村ごとに、教職員の業務量管理、健康確保増進計画を市町村ごとに立てて、その管理をしていくという説明をいたしましたが、それに関するものであります。
現在、県では、教職員の勤務時間は、朝の７時半から１８時半までの中で、７時間４５分としています。その制度をそのまま運用した場合、抵触する部分がありますので、その部分を規定したいものであります。
この規定を作る中で、教職員が働きやすい環境を作ること、そして、　　妙高市でぜひ働きたいという教職員を増やしていきたいというのが目的、目標であります。
今、７時半から１８時半の中で勤務時間を割り振っていますと、早出　をしたときに、例えば夏休みの場合、日が長いことや、家庭の都合などで、朝７時から働きたいというかたに関しては、７時半からという規定があるためこの部分が抵触します。そこを妙高市では、夏休み中における早出遅出は対象外とする、という旨を規定するものです。
具体的には、通級指導を担当している教職員に関して、早出遅出を認めるというものです。通級指導は、特別支援学級に属していない通常学級の児童生徒が、授業中、週に何回かは通級指導担当の先生とトレーニングをして、通常学級で困り感がないように訓練等をする場ですが、勤務時間、つまり授業時間だけでは終わらない場合が出てきます。放課後に、本人や講師のかたと面談をする機会がありますので、通級指導のかたは、遅出をすることによって、勤務時間が遅くスタートしますので、例えば１７時過ぎに、面談やトレーニングしても、１時間４５分の中で収まるようすることが可能となります。
一般のかたに関しては、すべての長期休業日において、早出遅出を取ることができます。先ほど説明しましたように、日が長い時期において、早く出勤して早く帰って、自身のライフワークやライフプランを充実させられるような制度設計として、これらの制度を設けております。
説明は以上となります。どうぞ議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
塚田教育長　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等はございませんか。
委員　　　　　　「議案１２号参考」の部分をあわせて説明していただけませんか。
飯塚参事　　　　以前、ご説明いたしましたが、県立学校では事務職が在宅勤務をする制度もありますが、市立学校では、在宅勤務は難しい面があると考えています。
通級に関しても、他の市町村ではほとんど取れる対象になっていないんですが、やはり通級を担当しているかたも、超過勤務を減らすことによって、令和８年４月から実施する業務の管理も関わってくるとか、導入に当たっての検討状況をまとめています。
委員　　　　　　それを読ませていただいて、違和感があると思った点は、在宅勤務についてのところです。基本的に在宅勤務に同意しないという考え方は、それでいいと思っています。ただ、その文言が「適正に勤務しているか把握が困難なため、全職員が利用できないものとする」という表現になっています。
しかし、コロナ禍以降、民間企業は随分在宅勤務をしていますので、把握は困難だというような表現には、違和感を覚えました。
飯塚参事　　　　本来在宅勤務をできれば、働き方の多様化になると思いますが、民間では、パソコンやカメラで業務管理をできるような、そういうシステムもあるわけですが、なかなか学校の中でそういうことは困難であると思います。長期休業中であれば、在宅勤務も一つの選択肢であると思いますので、今後、検討していきたいと思います。
塚田教育長　　　ほかに、ご質問等はないでしょうか。
それでは議案第１１号及び議案第１２号を議決してよろしいでしょうか。
　　　　　　　　（委員から「異議なし」との声あり）
塚田教育長　　　議案第１１号及び議案第１２号は議決されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◇日程第１２　議案第１３号　児童生徒の表彰について
塚田教育長　　　次に、日程第１２「議案第１３号　児童生徒の表彰について」を議題といたします。
事務局から、説明をお願いします。
丸山課長　　　　ただいま議題となりました、議案第１３号「児童生徒の表彰」について、ご説明申し上げます。追加で配付いたしました資料の１ページから３ぺージを御覧ください。
本案は、「妙高市教育委員会児童生徒表彰規則」に基づき、新井中学校長、妙高高原中学校長から申請があったものです。
まず、新井中学校女子駅伝チーム（７名）は、第１９回北信越中学校駅伝競走大会で、第５位に入賞しました。
次に、新井中学校吹奏楽部木管八重奏（８名）は、第４９回新潟県アンサンブルコンテストで金賞を受賞し、県代表として出場した第３１回西関東アンサンブルコンテスト中学生部門で、銅賞を受賞しました。
新井中学校吹奏楽部金管八重奏（８名）は、第４９回新潟県アンサンブルコンテストで金賞を受賞し、県代表として出場した第３１回西関東アンサンブルコンテスト中学生部門で、銅賞を受賞しました。
新井中学校３年生の吉越要さんと同じく３年生の鈴木 仁さんは、第２３回全国中学生都道府県対抗野球大会に新潟県選抜の一員として参加し、優勝しました。
同校２年生の田中 瑛翔さんは、第６３回全国中学校スキー大会（クロスカントリースキー）の男子４×５ｋｍリレーで３位に入賞しました。
妙高高原中学校３年生の竹田 葵さんは、第６３回全国中学校スキー大会の男子スペシャルジャンプ及び男子ノルディックコンバインドで優勝しました。
同校１年生の竹田 健太郎さんは、第６３回全国中学校スキー大会の男子スペシャルジャンプ及び男子ノルディックコンバインドで第２位に入賞しました。
同校２年生の野呂 悠惺さんは、第６３回全国中学校スキー大会の男子スペシャルジャンプで第４位、男子ノルディックコンバインドで第６位に入賞しました。
同校３年生の難波 雪輝望さんは、第６３回全国中学校スキー大会の女子大回転で第１０位、女子回転で第３位に入賞しました。
新井中学校女子駅伝チームについては、『県代表として北信越大会以上に出場し、入賞した者』に該当するため、新井中学校吹奏楽部木管八重奏、新井中学校吹奏楽部金管八重奏については、『県大会（新人戦は除く。）において、優勝した者又は団体（吹奏楽や合唱等は、県代表となった場合とする。）』に該当するため、新井中学校の吉越さん、鈴木さん、田中さん、妙高高原中学校の竹田 葵さん、竹田 健太郎さん、野呂さん、難波さんについては、『当該年度に全国大会に入賞した者又は団体』に該当することから、表彰したいものであります。
以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、議決賜りますようお願い申し上げます。　
塚田教育長　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等はございませんか。
委員　　　　　　新井中学校の２年生の田中さんですが、男子４×5kmリレーは、県代表の団体メンバーとしての参加ということでしょうか。
飯塚参事　　　　全国中学校スキー大会の団体は、都道府県対抗ですので、その団体のメンバーの１人として出場したものです。
塚田教育長　　　ほかに、ご質問等はないでしょうか。
それでは議案第１３号を議決してよろしいでしょうか。
　　　　　　　　（委員から「はい」「異議なし」との声あり）
塚田教育長　　　議案第１３号は議決されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
◇日程第１１　諸般の報告
　報告１．児童生徒・教職員の事故、事案報告について
○１月に発生した児童生徒に関わる事故・事案３件、１、２月に発生した教職員の交通事故４件の概要を報告。
報告２．園児・保育士等の事故、事案報告について
○１月に発生した園児の事故１件と、園職員の交通事故１件の概要を報告。園児の事故について、委員から全園にジョイントマットの点検を指示してほしいとの意見あり。
　
報告３．「地域学校協働本部の立ち上げ」について
○令和８年度に予定している地域学校協働本部の立ち上げについて、配付資　料に基づいて事務局から説明。委員からは、事業の目的の再確認や、活動の核となる活動推進員(コーディネーター)の役割や報酬、学校現場の働き方改革との関わりなどについて、質疑や意見あり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◇次回の委員会　令和８年３月２５日(水)９時３０分から妙高市役所４０２会議室にて（予定）
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